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１
月
の
第
１
回
臨
時
会
に
提
案
さ
れ
た
令
和
５
年
度
補
正
予
算

（
第
12
号
）
で
は
▽
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
お
よ
び
低
所
得

者
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
生
活
支
援
臨
時
給
付
金
の
支
給
▽
（
仮

称
）
障
が
い
者
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
設
計
等
事
業
の
実
施
▽
中
新
田
小
学

校
の
校
舎
外
装
改
修
工
事
の
実
施
―
な
ど
の
費
用
が
計
上
さ
れ
、
賛

成
多
数
に
よ
り
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
３
月
の
第
１
回
定
例
会
初
日
に
提
案
さ
れ
た
補
正
予
算

（
第
13
号
）
で
は
▽
避
難
所
へ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
設
置
▽
消
防
資

機
材
の
購
入
▽
個
人
の
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
購
入
へ
の
補
助
―
な
ど
の

費
用
が
計
上
さ
れ
、
賛
成
多
数
に
よ
り
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
定
例
会
最
終
日
に
提
案
さ
れ
た
補
正
予
算
（
第
14
号
）

は
▽
子
ど
も
医
療
費
お
よ
び
障
が
い
者
医
療
費
の
助
成
事
業
費
の
増

額
―
な
ど
の
内
容
、
令
和
６
年
度
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
▽
定
率

減
税
し
き
れ
な
い
方
に
対
す
る
定
額
減
税
補
足
給
付
金
の
支
給
▽
低

所
得
者
世
帯
に
対
す
る
生
活
支
援
臨
時
給
付
金
の
支
給
―
な
ど
の
内

容
で
、
い
ず
れ
も
全
員
賛
成
に
よ
り
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
補
正
予
算
（
第
13
号
）
の
予
算
決
算
常
任
委
員
会
分
科
会
で
の
審

査
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
定
例
会
初
日
、
現
副
市
長
の
萩
原
圭
一
氏
、
現
教
育
長
の
伊
藤
文

康
氏
、
現
監
査
委
員
の
雨
宮
德
明
氏
が
令
和
６
年
３
月
に
任
期
満
了

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
こ
の
3
氏
を
再
選
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

市
議
会
は
い
ず
れ
も
全
員
賛
成
に
よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
副
市
長
と
監
査
委
員
の
任
期
は
４
年
、
教
育
長
の
任
期
は

３
年
と
な
り
ま
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算（
令
和
５
年
度
第
12
号
～

　
　
　
　
　
　
第
14
号
、令
和
６
年
度
第
１
号
）

副
市
長
、教
育
長
、監
査
委
員
の
選
任
に
同
意

国
へ
の
意
見
書 

全
員
賛
成
で
可
決

問　
緊
急
消
防
援
助
隊
活
動
事
業
費
の
増
額
理
由
を
伺
い
ま
す
。

答　
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
、
緊
急
消
防
援
助
隊
と
し

て
活
動
し
た
経
験
を
踏
ま
え
、
被
災
現
場
な
ど
に
必
要
な
消
防
資
機

材
を
購
入
す
る
も
の
で
す
。
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
意
見
を
聞
き
、
燃

料
が
な
く
て
も
電
気
が
供
給
で
き
る
ポ
ー
タ
ブ
ル
電
源
、
充
電
式
バ

ッ
テ
リ
ー
と
そ
の
バ
ッ
テ
リ
ー
で
駆
動
す
る
資
機
材
、
寒
冷
地
で
の

テ
ン
ト
宿
営
で
結
露
に
対
処
す
る
資
機
材
な
ど
を
増
強
し
ま
す
。

問　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等
維
持
管
理
運
営
経
費
で
、
避
難
所

用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
６
館
で
先
行
す
る
理
由
を
伺
い
ま
す
。

答　
先
行
し
て
整
備
す
る
６
館
は
、
新
年
度
か
ら
直
営
化
す
る
館
で

す
。
そ
れ
以
外
の
館
に
つ
い
て
は
、
直
営
化
し
た
館
の
状
況
を
見
な

が
ら
、
随
時
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

問　
図
書
館
維
持
管
理
経
費
は
、
光
熱
費
の
不
足
を
補
う
た
め
の
増

額
と
の
こ
と
で
す
が
、
補
正
予
算
額
の
積
算
根
拠
を
伺
い
ま
す
。

答　
指
定
管
理
者
か
ら
、
電
気
お
よ
び
ガ
ス
料
金
を
含
む
維
持
管
理

経
費
に
つ
い
て
令
和
５
年
度
実
績
お
よ
び
今
後
の
見
込
額
を
積
み
上

げ
る
と
、
燃
料
価
格
の
高
騰
に
よ
り
大
幅
な
不
足
が
生
じ
る
旨
の
申

し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
指
定
管
理
者
に
も
経
営
努
力
を
お
願
い
し
た

上
で
、
維
持
管
理
経
費
の
項
目
を
再
積
算
し
、
支
出
を
抑
え
る
こ
と

が
で
き
た
金
額
を
差
し
引
い
て
計
上
し
た
も
の
で
す
。

問　
社
会
福
祉
施
設
整
備
費
助
成
事
業
費
の
予
算
額
を
減
額
す
る
理

由
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　
助
成
対
象
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
建
設
が
、
想
定
し

得
な
い
地
中
埋
設
物
の
発
見
、
資
材
の
納
期
の
遅
れ
、
記
録
的
猛
暑

に
対
処
す
る
た
め
の
作
業
時
間
の
減
少
な
ど
で
工
期
が
延
び
、
本
年

度
中
だ
っ
た
施
設
の
開
設
予
定
日
が
来
年
度
に
な
っ
た
た
め
で
す
。

問　
繰
越
明
許
費
を
設
定
す
る
伊
勢
山
自
然
公
園
法
面
対
策
設
計
委

託
の
詳
細
を
伺
い
ま
す
。

答　
対
象
は
伊
勢
山
自
然
公
園
の
北
西
部
で
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
お
よ
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
所
で
す
。

土
質
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
や
現
場
の
状
況
か
ら
、
の
り
面
対
策

の
工
法
や
範
囲
を
決
定
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
な
ど
の
解
除
に
向
け
て
県
と
も
協
議
し
て
い
く
予
定
で
す
。

問　
（
仮
称
）
大
谷
・
杉
久
保
地
区
公
園
整
備
基
本
構
想
及
び
基
本

計
画
策
定
業
務
委
託
の
詳
細
を
伺
い
ま
す
。

答　
現
在
、
現
状
の
把
握
や
法
的
整
理
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
市
場

調
査
、
関
係
機
関
と
の
協
議
な
ど
を
実
施
し
て
基
本
構
想
・
基
本
計

画
の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
や
防
災
に

関
し
て
、
海
老
名
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
な
ど
周
辺
施
設
と
の
連
携
の
検

討
や
協
議
、
公
園
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
導
入
す
る
施
設
な
ど
も
検
討
し

て
い
ま
す
。
今
後
も
関
係
機
関
と
の
協
議
を
進
め
、
事
業
進
捗
を
図

っ
て
ま
い
り
ま
す
。

■
文
教
社
会
分
科
会

　
「
保
育
士
配
置
基
準
の
引
上
げ
と
保
育
士
の
処
遇
改
善
を
求
め
る

意
見
書
」
が
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
衆
参
両
院
や
所

管
省
庁
に
提
出
し
た
意
見
書
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
保
育
施
設
は
誰
も
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
、
働
け
る
社

会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
社
会
資
源
で
あ
る
。

　
保
育
士
は
高
い
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
均

年
収
は
全
産
業
平
均
よ
り
著
し
く
低
い
。
子
ど
も
の
育
ち
を
保
障
す

る
だ
け
で
な
く
保
護
者
の
労
働
や
家
族
の
生
活
を
支
え
、
地
域
の
子

育
て
を
支
援
す
る
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
ほ
ど
長
時
間
過
密
労
働

と
な
り
、
大
き
な
負
担
が
保
育
士
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
新
た
な
保
育
需
要
の
増
大
も
見
込
ま
れ
る
本
市
で
は
、
処

遇
改
善
加
算
に
よ
り
保
育
士
の
給
与
は
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

近
隣
市
や
政
令
市
な
ど
と
の
獲
得
競
争
は
過
熱
し
て
い
る
。

　
子
ど
も
た
ち
に
、
安
心
・
安
全
で
質
の
高
い
よ
り
豊
か
な
保
育
を

格
差
な
く
保
障
す
る
た
め
に
は
、
国
の
責
任
で
さ
ら
な
る
保
育
環
境

の
整
備
、
保
育
士
配
置
基
準
の
改

善
、
保
育
従
事
者
の
処
遇
改
善
を

図
る
こ
と
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
▽
保
育
に
関
わ
る
施
設

基
準
を
引
上
げ
る
こ
と
▽
保
育
士

配
置
基
準
の
改
善
を
図
り
、
保
育

士
の
増
員
を
図
る
こ
と
▽
保
育
従

事
者
の
処
遇
改
善
に
必
要
な
財
源

を
十
分
確
保
す
る
こ
と
―
を
国
に

対
し
て
要
望
す
る
。

■
総
務
分
科
会

■
経
済
建
設
分
科
会


